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平成 29年度 西東京都市計画生産緑地地区の変更案の内容について 

 

１ 平成 28年度 生産緑地地区買取申出・公共施設等設置行為届出状況 

申出・届出状況 件数 地区数 削除面積 

買取申出（法 10条）※１ 13件 
 

12地区 
 

約   24,940㎡ 

）

内   

 

訳

（  

（主たる従事者の死亡） （６件） （６地区） （約 13,710㎡） 

（主たる従事者の故障） （６件） （５地区） （約 9,720㎡） 

（旧法第１種） （１件） （１地区） （約 1,510㎡） 

公共施設等の設置に係る行為届出（法８条４項） ２件 ２地区 約    670㎡ 

合  計 15件 
 

13地区 
※２ 

約   25,610㎡ 

→約 2.561ha 

※１ 法：生産緑地法  ※２ 重複する地区があるため内訳と合計欄が異なる 

 

２ 平成 28年度 生産緑地地区追加申請状況 

 

平成 28年度 追加指定申請なし 

 

 

３ 現在の生産緑地地区面積と平成 29年度都市計画変更実施後の面積 

現 在 の 生 産 緑 地 地 区 面 積 約  118.18ha 平成 28年 11月 22 日告示時点 

現在の生産緑地地区（小数点第 3位） 約 118.179ha  

削除のみを行う予定の区域面積合計 約   2.561ha 
・買取申出 

・公共施設等設置行為届出 

追加のみを行う予定の区域面積合計 － 追加指定申請なし 

面積精査等による指定面積の増 約   0.131ha 
買取申出等に伴う詳細な測量等の

実施による精査等 

平成 29年度都市計画変更実施後の面積 

（小数点第 3位） 
約 115.749ha 

新法  96.329ha 

旧法  19.420ha 

平成 29年度都市計画変更実施後の面積 約  115.75ha  

※公表している数字は、小数点第 3位を四捨五入して表示

資料１－１ 
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４ 平成 28年度 生産緑地地区買取申出・公共施設等設置行為届出状況地区別内訳 

 

 

 

５ その他  変更案に関する協議・意見聴取及び縦覧結果(報告) 

○都市計画法第 19条第３項の規定に基づく東京都協議結果 

「平成 29年９月５日付 29西都都第 455号で協議のあった西東京都市計画生産緑地地区

の変更に係る都市計画法第 21条第２項において準用する同法第 19条第３項の協議に

ついては、都として意見はありません」 

(平成 29年 10月５日付 29都市政緑第 284号) 

 

○生産緑地法施行規則第１条に基づく農業委員会への意見聴取結果 

 「平成 29 年 10 月 20 日開催の定例総会において、本案件について協議した結果、変更

解除の

理由 

地区 

番号 
位  置 削除面積 

申出日 

又は届出日 

計画図(案) 

図面番号 

 

買 

 

取 

 

申 

 

出 

従 

事 

者 

死 

亡 

32 ひばりが丘北三丁目地内 約 1,180㎡ (地区の全部) H28.10.14  ２/10 

136 西原町五丁目地内 約 6,000㎡ (地区の一部) H28.11.21 ３/10 

142 西原町五丁目地内 約  850㎡ (地区の一部) H28.7.22   ３/10 

228 富士町二丁目地内 約 3,560㎡ (地区の全部) H28.5.25 ５/10 

315 新町三丁目地内 約 1,230㎡ (地区の一部) H29.1.24 10/10 

335 北町六丁目地内 約   890㎡ (地区の一部) H28.7.22 １/10 

従 

事 

者 

故 

障 

178 芝久保町五丁目地内 約   670㎡ (地区の全部) H28.9.21 ○ ４/10 

180 芝久保町五丁目地内 約 3,780㎡ (地区の全部) H28.9.21 ○ ４/10 

194 芝久保町三丁目地内 約 1,230㎡ (地区の一部) H28.4.22 ６/10 

194 芝久保町三丁目地内 約 1,900㎡ (地区の一部) H28.11.25 ６/10 

253 南町三丁目地内 約  690㎡ (地区の一部) H29.2.24 ８/10 

253 南町三丁目地内 約  330㎡ (地区の一部) H29.2.24 ８/10 

276 向台町六丁目地内 約 1,120㎡ (地区の一部) H29.3.23 ７/10 

旧 

法 

第
一
種 

333 富士町二丁目地内 約  1,510㎡ （地区の一部） H29.3.29 ５/10 

公
共
施
設
等 

設
置
行
為
届
出 

290 向台町四丁目地内 約  620㎡ (地区の一部) H29.3.3 ９/10 

335 北町六丁目地内 約    50㎡ (地区の全部) H29.2.6 １/10 

計 13地区（15件） 

約 25,610㎡ 

→ 

約 2.561ha 

○印は、２地区まとめて買取申出があっ

たもの 
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に係る事由から鑑み、当該地区の変更は適当である。」 

  (平成 29年 10月 31日付 29西農第 391号) 

 

○都市計画法第 17条第１項の規定に基づく縦覧結果 

縦覧期間：平成 29年 10月 16日から平成 29年 10月 30日まで 

案に対する意見書の提出：なし 

 


